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日本の学校におけるいじめ予防授業の研究動向 

古池  伶美 
千葉大学大学院人文公共学府博士後期課程 

 
 

 本研究では、日本の学校におけるいじめ予防授業の内容を比較・分類することを通して、その特徴について

明らかにすることを目的とした。いじめの捉え方（個人的問題と集団的問題）と授業のアプローチタイプ（知

識の教授、スキル向上、態度・価値観の育成）を観点に、22件の文献を対象として比較・分類を行った。その

結果、いじめを集団的問題として捉えた上で傍観者の行動変容に着目した授業実践が多く見られた一方で、い

じめを個人的問題として捉える授業では心理学の知見に基づいた個人のスキル向上を目指すものも存在した。

また、いじめ予防における基本的な知識の教授、スキル向上、態度・価値観の育成を目指すアプローチや、こ

れらを組み合わせた授業が開発されていることが確認された。 
 キーワード：いじめ、いじめ予防、いじめの捉え方、授業のアプローチ、研究動向 

 
1. 問題の所在と研究目的 

 
1.1. いじめ予防への取り組み 

 現代社会において、いじめは最も深刻な社会問題の一

つである。いじめは被害者に対して大きなストレスを与

え（岡安・高山、2000）、いじめの被害体験の苦痛が大

きいほど心理的・身体的にネガティブな影響が長期的に

続く（坂西、1995）。また、1980年代以降、日本ではい

じめを苦にした自殺事件をマスメディアが大きく報道し

たことにより、いじめが重大な社会問題として注目を浴

びるようになった（森田、2010）。特に、2011年に起き

た滋賀県大津市のいじめ自殺事件は、学校や教育委員会、

および警察の対応に批判が集まり、その結果いじめ問題

が社会的注目を集め、積極的ないじめの認知が行われる

ようになった（藤川、2018）。その後、2013年にはいじ

め防止対策推進法が成立し、法律として「いじめ」が規

定され、この法律に基づきいじめの防止等のための基本

的な対策についてまとめた国の「いじめの防止等のため

の基本的な方針」が定められた。この方針は、「いじめ

の防止等（いじめの防止、いじめの早期発見及びいじめ

への対処をいう。以下同じ。）のための対策を総合的か

つ効果的に推進するために策定」されたものであり、こ

の方針にしたがって、各地方公共団体は「地方いじめ防

止基本方針」を努力義務として定め、各学校は「学校い

じめ防止基本方針」を義務として定めるようになった1。 
 このように、国および地方公共団体や学校はいじめの

防止に向けた取り組みを推進している。予防的な取り組

みの中には、学校全体の取り組みから個別的な対応まで

を含む様々なアプローチが存在する。たとえば、文部科

学省（2014）は、実際に学校で行われているいじめ防止

に効果的な取り組みの事例集として、「生徒主体の取組」

「子供サミット」「特徴的なプログラム」「校内体制の

整備」の事例を全国の学校から集め紹介している2。 
 
1.2. いじめ予防授業の必要性 

いじめ予防を目的とした授業実践についても多数存在

しており、例えばいじめ予防のために問題解決学習を取 
Remi FURUIKE: Research Trends in Bullying 
Prevention Lessons in Japanese Schools 
Graduate School of Humanities and Studies on Public 
Affairs, Chiba University 

 

り入れたもの（岡田・池田、2019）や、いじめの傍観者

に着目した授業（阿部ら、2018）などがある。 
 授業としていじめ予防に取り組むことが重要である理

由として、いじめとは誰にでも起こりうる問題であるこ

と（国立教育政策研究所、2015）が挙げられる。授業と

して取り組むことによって、個別的な対応とは異なり、

学級に所属する子どもたちがいじめに関する共通の理解

と認識を持つことが可能となる。そのため、授業の中で

予防的にいじめを扱うことは、誰にでもいじめは起きう

る可能性を踏まえ、学級集団という多くの子どもを対象

としていじめ予防のための学習を提供できると考えられ

る。また、いじめ問題を発端に道徳が「特別の教科」と

して教科化され、いじめに関する内容項目が小学校の

低・中学年段階に追加された3。つまり、どの子にもいじ

めは起きうることからも、広く集団を対象として授業の

中で、いじめを予防することが求められていると言えよ

う。 
 
1.3. いじめ予防授業の内容 

このようにいじめ予防授業を行う必要はあるが、どの

ようなアプローチで行えばよいのだろうか。多様ないじ

め予防授業が存在するものの、どのようなアプローチが

いじめ予防に効果があるのかを検討するには、まず既存

の授業の内容の特徴について知る必要があるだろう。だ

が、いじめ予防授業の内容についてまとめた研究の数は

少ない。 
いじめ予防教育の概観を行った松尾（2002）は、国内

外の暴力・いじめ防止プログラムについて概観し、多く

のプログラムは心理学の理論や研究結果に基づき開発さ

れていることを報告した。一方で、松尾（2002）は、国

内外の暴力・いじめ防止プログラムの動向について概観

しているものの、2002 年の文献であるため、それ以降の

国内のいじめ予防を目的とした授業実践にどのような特

徴があるのかについては分からない。 
したがって、1.2.で述べたようにいじめ予防授業を行

うことは重要である一方で、その内容の動向に関する研

究は不足していると考えられる。 
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1.4. いじめ予防授業の前提とアプローチ 

1.3.では、いじめ予防授業における内容の動向に関す

る研究が不足していることを確認した。内容の動向を探

るにあたって、これらのいじめ予防授業の背景にはいじ

めをどのように捉えるのかという前提に着目する。 
久保田（2012）によると、いじめ研究が行われ始めた

当初はいじめの被害者や加害者の問題とされていたが、

次第に「学級集団全体のあり方を問われる問題」4として

焦点が当てられるようになった。そのため、いじめ予防

教育においても、いじめを個人的問題として、または集

団的問題として捉えられることが多い。 
冨永ら（2017）はいじめ加害行為にはストレスが背景

にあると捉えた上でストレスマネジメントを取り入れた

授業を行った。いじめを個人的問題として捉える場合、

その焦点は個々の生徒の感情や行動の管理に置かれると

考えられる。一方で、いじめを集団的問題として捉える

場合、被害者や加害者だけでなく傍観者および学級の規

範や雰囲気等が重要視されるようになると考えられる。

例として、阿部ら（2018）は、傍観者が行動を起こすに

はクラスの雰囲気が重要であると捉えた上で、いじめ予

防を目的とした授業を開発している。 
このように授業の中でいじめをどう捉えるのかという

前提に違いが存在するが、このほかにもいじめ予防のた

め何を目的に授業が行われるのかという授業のアプロー

チにおいても差異が見られる。たとえば、東（2021）は、

授業の中で、いじめの定義やいじめによる心身の影響に

ついて教えた上で、いじめられている子を助ける練習を

行なっている。このようなアプローチは、いじめ予防の

ためにいじめの定義やその影響などいじめに関する知識

を深め、いじめられている子を助けるスキルの獲得を目

的としていると考えられる。また、対人関係のスキルや

問題解決のスキルなど、いじめに対処するための具体的

な能力を育成することを目指すものもあり、福田

（2018a）は授業においてこのようなスキル育成を目的

としたアプローチを行なっている。このほか、いじめに

対する態度や社会的な価値観を醸成することに焦点を当

てたものも存在し、たとえば新福（2014a）はいじめ予

防のため人権感覚の育成という目的から授業を開発して

いる。つまり、いじめ予防のために、授業の中で、知識

の教授を目的にするのか、スキルの育成を目的にするの

か、または態度と価値観の育成を目的にするのかによっ

て、授業内容が構成されると推測される。 
したがって、いじめ予防授業の内容に着目すると、授

業の中でいじめをどのように捉え、どのようなアプロー

チを取るかによって、大きな違いがあることが推測され

る。多様な違いが存在する中で、どのような傾向がある

のかを理解することで、今後のいじめ予防授業の改善に

向けて示唆を得ることができるだろう。そこで、本研究

では、日本におけるいじめ予防授業の内容を比較・分類

することを通して、その特徴について明らかにする。具

体的には、既存のいじめ予防授業の中ではいじめをどの

ように捉えているのか、それに伴いどのようなアプロー

チをとっているのかという 2つの観点のもと比較・分類

することを通じて、日本におけるいじめ予防教育の特徴

を理解する上での基盤を提供することを目指す。 
 
1.5. 研究の目的 

 本研究は、日本の学校におけるいじめ予防授業の内容

を比較・分類することを通して、その特徴について明ら

かにすることを目的とする。 
 

2. 研究方法 

 
2.1. 文献の抽出方法 

JapanKnowledge Lib で、「予防」を検索すると、

「(1)災害、事故、事件が起こらないよう、事前に対策を

講じること。（2）感染または疾患に対して防御すること。

運動の奨励、上下水道の完備、衛生思想の普及といった

消極的予防と、予防接種、病人の隔離のような積極的予

防がある。」5と定められており、「防止」を検索すると、

「ふせぎとめること。」6と書かれていた。本研究では、

いじめ「予防」授業を対象に扱うが、「防止」も「予防」

と類似した意味を持つことから、「予防」もしくは「防

止」を含む授業の文献を抽出するため、CiNii Research
（NII 学術情報ナビゲータ）を使い、キーワード「いじ

め AND 授業 AND (予防 OR 防止)」で検索を行い、デー

タ種別では「論文」を指定した（2023 年 12 月時点）。

くわえて、2013 年に制定されたいじめ防止対策推進法以

降の動向を探るため、文献の発行年の期間を 2013年から

2023 年に絞り検索をかけた。同様に、Google Scholar を
用いて、キーワード「いじめ AND 授業 AND (予防 OR 
防止)」で検索を行い（2024 年 1月時点）、期間は 2013
年から 2024年に絞り、「関連性で並び替え」を選択し、

特許および引用部分を含めないで検索した。 
 検索された文献のち、本研究の目的を踏まえて、タイ

トルと要約が以下の条件を満たすものを採用することと

した。ただし、タイトルと要約から判断ができない場合

は、本文を参照して検討を行うこととした。 
①いじめ予防または防止を目的とした授業開発が含まれ

ていること 

②授業の対象者が高校生以下であること 

③授業実践が学校や教育機関で行われていること 

④授業の効果検証がされていること 

⑤授業参加者の人数や授業内容が明記されていること 

 
2.2. 文献の抽出結果 

 検索の結果、CiNii Research では、「いじめ AND 授
業 AND (予防 OR 防止)」と検索すると 69 件が検索され

た。検索された69件のなかで、重複した1件を除いた68
件のうち、上述した 5 つの条件を満たした 14 件を採用し、

54 件を除外対象とした。また、Google Scholar では、検

索されたもののうち上位 100 件を対象とし、CiNii 
Research で検索され重複したものを除外した上で、さら

に上述した 5 つの条件を満たした 8 件を採用した。した

がって、CiNii Research と Google Scholar で合計 22 件

がレビュー対象とされた。 
 
2.3. 文献の整理方法 

 抽出された文献を比較・分類するため、以下の手順で

文献の整理を行う。ただし、本研究の文献整理は筆者に

よって行われるため、筆者の主観が文献の整理に影響を

及ぼす可能性がある。その限界性を踏まえた上で以下の

手順に従い文献整理を行う。 
①著者名、発行年、対象者と対象者数、授業回数、授業

内容、授業結果を項目として挙げ、文献 1 件ごとに整理

を行う。 
②授業におけるいじめの捉え方および授業でのアプロー
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表 1 いじめの捉え方（個人的問題）に関する文献一覧 

 
 

 

チタイプという 2 つの観点をもとに文献を整理する。具

体的に、1 つ目の観点は授業内においていじめを個人的

問題または集団的問題として捉えるのかといういじめの

捉え方である。2 つ目の観点は、いじめに関する基本的

な知識の提供を行う知識中心のアプローチなのか、子ど

ものスキルを育成するスキル中心のアプローチなのか、

いじめに対する態度と価値観の育成を中心とするアプロ

ーチなのかという3 つのタイプを観点とするものである。

これらの 2 つの観点をもとにいじめ予防を目的とした授

業を比較・分類する。 
 なお、本研究では、いじめの捉え方と授業内のアプロ

ーチタイプの 2 つの観点をもとに分析を行うが、このこ

とは他の観点が存在しないことを意味せず、いじめ予防

授業の特徴の一側面であることに留意する必要がある。 
 

3. 結果 

 
3.1. 文献の分類結果 

 抽出された各文献におけるいじめの捉え方と授業のア

プローチタイプについて、表 1、表 2 に示した。表 1 で

は、いじめを個人の問題として捉える文献についてまと

めた上で、授業のアプローチ別に文献を示した。同様に、

表 2 では学級や周囲の存在に焦点を当てていじめを集団

的な問題、およびいじめを個人および集団の両方の問題

として捉えたものについてもまとめ、授業のアプローチ

別に分類した。 
その結果、いじめを個人的問題として捉えているもの

は 4 件であり、その中で授業のアプローチタイプがスキ

ル中心だったものは 3 件、態度と価値観の育成を中心と

したものは 1 件であった。また、いじめを集団的問題と

して捉えているものは 17 件であり、そのうち授業のアプ

ローチタイプが知識中心のものは 2 件、スキル中心のも

のは 4 件、態度と価値観を中心としたものは 3 件、知識

およびスキルを扱ったものは 1 件、知識および態度と価

値観を扱ったものは 3 件、スキルおよび態度と価値観を

扱ったものは 3 件、知識およびスキルおよび態度と価値

観の 3 つを全て含んだものは 1 件であった。いじめを個

人および集団の問題として捉えたものは 1 件であり、そ

れは授業のアプローチタイプが知識中心のものであった。 

 
3.2. 各文献の概要 

 本節では、表に示した分類結果をもとに、各文献の概

要について示す。 
 
3.2.1. いじめの捉え方：個人的問題 

冨永ら（2017）は、高校 1 年生 239名を対象にして、

1回の授業を行った。その内容は、LINE の返事がないと

いう出来事に対して「心のつぶやき」、感情、行動につ

いて考えた上で、怒りをいじめでない方法で表現するた

めのリラックス法の体験を行った。事前事後のアンケー

トから、対応のある t 検定を行ったところ、いじめ意識

尺度の「トラウマ理解」因子は有意差が認められ、「自

己コントロール」因子が有意な傾向、いじめ加害合計得

点の有意な減少といういじめ予防に対する望ましい効果

がみられた。この授業は、ストレスに対する個人の「心

のつぶやき」や感情、行動について考えることを焦点と

しており、個々のストレスマネジメントに重点を置いて

いるため、この授業ではいじめを個人的問題として捉え

ていると考えた。その上で、怒りを落ち着かせる方法を

体験することにより、いじめに対処するための具体的な

スキルを身につけることを目指していることから、スキ

ル中心の授業のアプローチとした。 
池島・吉村（2013）は、小学4年生35名を対象にして

全6回の授業を実践した。1時間目は「あいさつスキル」

の獲得、2時間目は「頼み方スキル」の獲得、3時間目は

もめごと問題の解決方法の理解、4〜6 時間目はロールプ

レイングを通したもめごと問題の解決方法の学習を行っ

た。その結果、「あいさつスキル」「頼み方スキル」

「もめごと解決スキル」の般化・維持が確認された。こ

の授業は、あいさつスキル、頼み方スキル、もめごと解

決スキルの獲得に重点を置いており、いじめを集団の問

題というより個人の社会的スキルの向上を通じて対処し

ようとしていることから、いじめを個人問題として捉え

た上でスキル中心のアプローチを行っていると考えられ

た。 
寺戸・永浦（2020）は、小学 4 年生 20 名を対象とし

て、全 5回の授業を行った。その内容は、スクールカウ

いじめの
捉え⽅

授業の
アプローチタイプ

著者名（発⾏年） 授業内容 授業結果

冨永ら（2017）
・LINEの返事がないというストレッサーに対して「⼼のつぶやき」、感
情、⾏動について考える
・怒りをいじめでない⽅法で表現するためのリラックス法の体験

事前事後のアンケートから、いじめ意識尺度の「トラウマ
理解」因⼦は有意差が認められ、「⾃⼰コントロール」因
⼦が有意な傾向、いじめ加害得点の有意な減少がみられ
た。

池島・吉村（2013）

①「あいさつスキル」の獲得
②「頼み⽅スキル」の獲得
③もめごと問題の解決⽅法の理解
④ロールプレイングを通したもめごと問題の解決⽅法の学習
⑤ロールプレイングを通したもめごと問題の解決⽅法の学習
⑥ロールプレイングを通したもめごと問題の解決⽅法の学習

「あいさつスキル」「頼み⽅スキル」「もめごと解決スキ
ル」の般化・維持が確認された。

寺⼾・永浦（2020）

①ストレスマネジメントの学習
②「ひょっとして」をキーワードに⼀歩⽴ち⽌まって相⼿のことを考える
③適切に思いや考えを表現する学習
④⾃分の思い込みかどうかを確認して適切な意⾒を表現する⽅法について
学ぶ
⑤学級での実際のトラブルに類似した事例をもとに「ひょっとして」を
キーワードに適切な⾃⼰表現の⽅法を学ぶ

事前事後のアンケートから全ての因⼦において有意な差は
認められなかったが、2名の教師へのインタビューからは5
名の児童のポジティブな⾏動の変化が⽰された。

態度と価値観 ⽑（2023） 死を取り上げた道徳教材を通して⽣命の⼤切さを学ぶ
児童の道徳科授業ノートの記述から、死の原因を理解する
ことにより加害⾏動の抑制につながる可能性が考えられ
た。

個⼈

スキル
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表 2 いじめの捉え方（集団的問題・個人的かつ集団的問題）に関する文献一覧 
いじめの
捉え⽅

授業の
アプローチタイプ

著者名（発⾏年） 授業内容 授業結果

清⽔・今⽥（2018）
NHK for Schoolの道徳教育ビデオ教材「ココロ部！」を使⽤したネットいじめといじ
め防⽌対策推進法についての学習

事前事後のアンケートを⽐較すると、全てのいじめ事例項
⽬に対していじめであると回答する割合が⾼くなった。

阿部ら（2018）
選択と分岐を取り⼊れた動画教材が活⽤したクラスの雰囲気といじめ抑⽌の関係につ
いての学習

事後アンケートと授業感想から、授業プログラムの意図し
た⽬的を概ね達成していることが⽰された。

⽊村・⼩泉（2020）
①被害者の⼼情の疑似体験といじめ場⾯での適切な対応策を考える学習
②ロールプレイングによっていじめの解決⽅法を⾏動に移すスキルの習得

・学習後にいじめの停⽌⾏動に対する⾃⼰効⼒感が上昇
し、効果の維持（9⽇間）が確認された。
・加害を容認する傾向は学習後に減少し、いじめ否定規範
は上昇したが、効果の継続は⾒られなかった。
・社会的能⼒が⾼いといじめ抑⽌傾向も⾼かった。

福⽥（2018a）
①喧嘩の仲裁や解決⽅法について考える学習
②⾃分と友達の怒る時の違いについて考える学習
③ロールプレイを通した⾃分の気持ちを伝える学習

友⼈サポート得点と向社会スキル得点に有意な向上が⾒ら
れた。

福⽥（2018b）

①⾃分の感情と感情の表出⽅法について知り⾃分⾃⾝への理解を深める学習
②他者との違いや⾃分の中の違いに気づかせる学習
③NHK For Schoolの映像教材を使⽤し⾃分の思い込みについて気づかせる学習
④伝⾔とうわさの違いを体感させる伝⾔ゲーム
⑤ロールプレイを通した話の聞き⽅が話し⼿に与える影響の学習
⑥もめごとが起きた時に客観的に物事を⾒る重要性について考える学習
⑦いじめを外在化し誰もがいじめに関わる危険性を持っている認識を⾼める学習

・事前・事後の質問紙調査より「⾃⼰理解」因⼦の「⾃分
の今の気持ちを表現できる」、「他者理解・アンガーマネ
ジメント」因⼦の「怒ることはいけないことだと思う」、
「向社会意識」因⼦の「⾔葉では⼈を傷つけることはない
と思う」において効果が確認された。

⽊村・⼩泉 （2017）
被害者の気持ちを体験した上で、具体的ないじめ場⾯が描かれたイラストをもとに被
害者と傍観者の気持ちを考え、いじめ被害者を助ける⽅法を考える

授業を実施した2年⽣は授業を実施していない1・3年⽣と
⽐較していじめ助⻑⾏動の抑⽌の値が有意に低下した⼀⽅
で、2年⽣内ではいじめ否定規範の低群と中群の⽣徒がい
じめ否定規範を向上させる効果がみられた。

三津村・清⽔（2021）
①「いじめとは何か？」をテーマに討論
②彩⾊影絵劇の学級全体への提⽰
③ 児童らによる劇（の続き）のグループ制作

児童の授業感想が「リアリティ・チェック」「追体験」
「変⾰へのリハーサル」というカテゴリーに整理された。

⻫藤・池⽥（2019）
①公正・公平をテーマに道徳資料「泣き⾍」を⽤いて議論
②1時間⽬と同様のテーマで被害者・仲裁者に着⽬し議論

ノート記述と授業の様⼦から授業のねらいに沿った記述が
確認された。

岡⽥・池⽥（2019） 事例教材を⽤いて⼀⼈→グループ→全体という問題解決の過程に沿って議論
指導者の主観的な捉えと児童の振り返りの記述から、⼀定
の効果があると⾒られる⼀⽅で、指導者が意図しない話し
合い活動の様⼦が⾒られた。

知識
スキル

東（2021）
①いじめの定義やいじめが⼼と体に与える影響について理解
②いじめの構造や被害者を助ける⽅法の学習
③ロールプレイを通した被害者を助ける練習

授業前後のアンケートから、いじめ被害の⼼⾝への影響に
対する理解度と相談相⼿の選択数の上昇が⾒られた。

新福（2014a）
①⼤阪府内中学校いじめ暴⾏殺害事件の判決書を⽤いたいじめ理解
②判決書を⽤いたいじめの責任の所在についての議論
③判決書を⽤いた周囲の⼈々の適切な対応についての議論

授業後の⽣徒の感想⽂の分析から、いじめへの考え⽅や対
応、姿勢・態度において効果があったことが⽰唆された。

新福（2014b）
①京都市⼩学校いじめ暴⾏事件の判決書におけるいじめの理解
②判決書を⽤いたいじめの責任の所在についての議論
③判決書を⽤いた周囲の⼈々の適切な対応について議論

授業後の感想⽂やアンケートから、「キモい」などの⾔葉
をしない姿勢や態度がみられた。

市川（2021）

①事例をもとにいじめの定義や四層構造について知り、いじめを深刻化させた要因に
ついて考える
②いじめ被害の新聞記事から相談することの難しさと⼤切さを学ぶ
③事例をもとに⾃分の「怒りの温度計」を考え、怒りの感情とうまく付き合う⽅法を
考える
④事例をもとに⾃分の⾔動を客観的に振り返る⼤切さを学ぶ

アンケート結果から、相談する⼒や⾃分の⾔動を客観的に
振り返る⼒について改善傾向が⾒られた。

⼩森ら（2020）
・いじめ体験を思い出す時間
・児童が語ったいじめ体験を役者が即興的に演じるプレイバックシアターの上演
・いじめを⽌める⾏動を劇中で練習する時間

・99％の児童が「いじめられている友だちの気持ちがわ
かった」、「友だちを助ける⾏動がわかった」、「この授
業は役に⽴った」と回答した。
・97％の児童が「これから友だちを助けられそうだ」と回
答した。

三⼾（2017）

①仲間から必要とされているという⾃⼰有⽤感を体験
②ネット上における他者との受け⽌め⽅の違いについて学ぶ
③ゲームアプリをもとにネット上のトラブルを傍観者の⽴場から考える
④映像教材からSNSトラブルの解決策を考える
⑤ネット上でのいじめの可能性を感じた時のとるべき⾃分の⾏動について考える

事前及び毎時授業後のアンケートから、「助けたいから、
⾏動する」を選択した数値が⼤幅に上昇し、「助けたいけ
ど、⾏動できない」「助けたくないから、⾏動しない」の
数値にも減少が⾒られた。

⽊村・池島（2017）

①気持ちのよい挨拶スキルを育てる
②相⼿のことを⼤切に思って聞こうとする態度を養う
③相⼿の⽴場に⽴った頼み⽅の態度を養う
④悪⼝を書き込むか否かのロールプレイングによる仲裁⾏動の学習

事前事後のアンケートから、「学校⽣活意欲」「配慮のス
キル」「承認感」「挨拶のスキル」、他の⼈に左右されず
に⾃分の考えで⾏動する能⼒に効果があった。

知識
スキル

態度と価値観
⽯橋（2020）

①映像教材によるネットいじめの実態の理解
②「⼦どもの権利条約」の学習
③どこからがいじめなのか及び傍観者による⼈権侵害を受けている⼈への⽀援⽅法に
ついて議論
④「⼦どもの権利条約」 の条⽂から⾃由と権利の責任について学習
⑤アサーションについて学習
⑥ネット上でのコミュニケーションの特性の学習

事前事後の⽐較から、⼈権感覚とネット上コミュニケー
ション能⼒の向上が⾒られた

個⼈
集団

知識 ⾜⽴（2018）
①ボディマッピングを通して「⼈が⼈をいじめる理由」と「思いつくさまざまないじ
め」を書き、何がいじめなのかの理解
②事例をもとにいじめの解決⽅法について話し合い

授業後の感想⽂から、授業の主旨を理解していることがう
かがえた。

集団

知識

スキル

態度と価値観

知識
態度と価値観

スキル
態度と価値観
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ンセラーと連携して、1 時間目にストレスマネジメント

の学習、2 時間目に「ひょっとして」をキーワードに一

歩立ち止まって相手のことを考える学習、3 時間目に適

切に思いや考えを表現する学習、4 時間目に自分の思い

込みかどうかを確認して適切な意見を表現する方法につ

いて学び、5 時間目に学級での実際のトラブルに類似し

た事例をもとに「ひょっとして」をキーワードに適切な

自己表現の方法を学ぶことを行った。この結果、事前事

後のアンケートから全ての因子において有意な差は認め

られなかったが、2名の教師へのインタビューからは6名
の児童の内5 名のポジティブな行動の変化が示された。

いじめを未然に防止するため、心理学に関する専門的な

視点を含み、個人の行動やスキルの向上に焦点を当てて

いることから、個人問題としてのいじめとスキル中心の

アプローチと考えた。 
毛（2023）は、小学 2 年生 17名、小学 4生 18名、小

学 6 年生 19 名を対象として 1 回の授業を行った。内容

は、加害行動を抑制するため、死を取り上げた道徳教材

を通して生命の大切さを学ぶものである。児童の道徳科

授業ノートの記述から、死の原因を理解することにより

加害行動の抑制につながる可能性が考えられた。いじめ

を予防するには、加害行動の抑制が重要であると考えて

いることから、いじめを個人的問題として捉えていると

考えた。また、児童が死について考えることを通じて、

生命を尊重する態度や価値観を育成することに重点を置

いていることから、授業のタイプは態度と価値観の形成

を中心としたアプローチであると考えられた。 
 
3.2.2. いじめの捉え方：集団的問題 

 清水・今田（2018）は、小学 5 年生 36 名を対象とし

て、1回の授業を行った。内容は、NHK for School の道

徳教育ビデオ教材「ココロ部！」を使用して、ネットい

じめといじめ防止対策推進法についての学習を行うもの

である。その結果、事前事後のアンケートを比較すると、

全てのいじめ事例項目に対していじめであると回答する

割合が高くなった。いじめの構造を被害者と加害者だけ

でなく観衆や傍観者も含めて捉えており、いじめの仲裁

行動を取れるよう授業で指導していることから、集団的

問題としていじめを捉えていることが考えられた。その

上で、ビデオ教材を用いてネットいじめといじめ防止対

策推進法について学ぶことは、いじめに関する知識の提

供に重点を置いている授業のアプローチであることを示

している。 
 阿部ら（2018）は、中学校 18 校の 1 年生2,885名を対

象としてクラス毎に 1 回の授業を実施した。授業では、

選択と分岐を取り入れた動画教材を活用し、クラスの雰

囲気といじめ抑止の関係について学習した。事後アンケ

ートと授業感想から、多くの生徒は授業の目的であった

クラスの雰囲気がいじめに与える影響について理解した

ことが示された。クラス全体の雰囲気といじめ抑止効果

との関連性からいじめを捉えているため、クラスという

集団全体の問題としていじめを扱っていると言える。ま

た、動画教材を通じて、クラスの雰囲気がいじめ抑止に

与える影響について学ぶこの方法は、いじめに関する知

識と理解を深めることに重点を置いていることから、知

識の提供を中心とした授業のアプローチだと考えられた。 
 木村・小泉（2020）は、中学 2 年生 167名を対象とし

て、全2回の授業を行った。1時間目は、被害者の心情の

疑似体験といじめ場面での適切な対応策を考える学習を

行い、2 時間目はロールプレイングによっていじめの解

決方法を行動に移すスキルの習得を目指した。アンケー

トの結果、学習後にいじめの停止行動に対する自己効力

感が上昇し、効果の維持（9 日間）が確認された。また、

加害を容認する傾向は学習後に減少し、いじめ否定規範

は上昇したが、効果の継続は見られず、社会的能力が高

いといじめ抑止傾向も高いことがわかった。問題解決ス

キルを習得することで、いじめの傍観者がいじめ解決に

向けて行動できることを目指していることから、集団問

題としていじめを捉えた上でスキル中心のアプローチを

行っていると考えられた。 
福田（2018a）は、小学 4 年生 28名を対象として、全

3回の授業を行った。1時間目では喧嘩の仲裁や解決方法

について考える学習、2 時間目では自分と友達の怒る時

の違いについて考える学習、3 時間目ではロールプレイ

を通した自分の気持ちを伝える学習を行った。その結果、

友人サポート得点と向社会スキル得点に有意な向上が見

られた。フィンランドのいじめ予防プログラムであり傍

観者に着目した KiVa プログラムや、当事者でない第三

者が問題解決のため仲裁に入るピアメディエーションを

参考にしていることから、いじめを集団問題として捉え

ていると考えられた。そして、授業内容が具体的な社会

的スキルの獲得に焦点を当てているため、スキルの獲得

を中心とした授業のアプローチに該当すると考えた。 
福田（2018b）は、小学 5 年生 35名を対象として、授

業外のショートエクササイズ 12回と授業 7回を行った。

授業の 1 時間目は自分の感情と感情の表出方法について

知り自分自身への理解を深める学習、2 時間目は他者と

の違いや自分の中の違いに気づかせる学習、3 時間目は

NHK for School の映像教材を使用し自分の思い込みにつ

いて気づかせる学習、4 時間目は伝言とうわさの違いを

体感させる伝言ゲーム、5 時間目はロールプレイを通し

た話の聞き方が話し手に与える影響の学習、6 時間目は

もめごとが起きた時に客観的に物事を見る重要性につい

て考える学習、7 時間目はいじめを外在化し誰もがいじ

めに関わる危険性を持っている認識を高める学習を行っ

た。その結果、事前事後の質問紙調査より、「自己理解」

因子の「自分の今の気持ちを表現できる」、「他者理

解・アンガーマネジメント」因子の「怒ることはいけな

いことだと思う」、「向社会意識」因子の「言葉では人

を傷つけることはないと思う」において効果が確認され

た。この授業では、子どもがいじめの仲裁行動および加

害行動の前に立ち止まって考えることを目指して、自己

理解や他者理解、いじめの外在化などを行った。そのた

め、いじめを集団的な問題として捉えていることが示唆

された。また、自己の感情を適切に表現する方法、他者

との違いを認識し受け入れること、思考の転換や対立解

決のスキルなど、具体的な能力の向上を目指しているこ

とは、スキル中心アプローチに該当すると考えられた。 
木村・小泉（2017）は、中学 1~3 年生 472名、ただし

中学 2 年生を授業対象者として、中学 1 年生と 3 年生は

比較対象（授業実施なし）として、1 回の授業を行った。

その内容は、被害者の気持ちを体験した上で、具体的な

いじめ場面が描かれたイラストをもとに被害者と傍観者

の気持ちを考え、いじめ被害者を助ける方法を考えるも

のである。授業を実施した 2 年生は、授業を実施してい

ない 1・3 年生と比較して、いじめ助長行動の抑止の値が

有意に低下した一方で、2 年生内ではいじめ否定規範の

低群と中群の生徒がいじめ否定規範を向上させる効果が
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みられた。傍観者に着目して、いじめの解決方法につい

て学ぶことを行っているため、いじめが被害者と加害者

だけの問題ではなく、周囲の者を含めた問題と考えてい

ることから、いじめを集団的な問題として捉えていると

推測された。また、いじめられている人を助ける方法を

考えさせるこのアプローチは、具体的なスキルや対処法

を生徒に身につけさせることを目指しているため、スキ

ル中心のアプローチと考えられた。 
三津村・清水（2021）は、小学6年生84名を対象とし

て、全3回の授業を開発した。1時間目は、「いじめとは

何か？」をテーマに各々が考えるいじめについて表現を

行い、いじめとけんかの違いについて議論を行った。2
時間目は、大学院生や大学生による彩色影絵劇の学級全

体への提示が行われ、3 時間目は児童らが劇の続きにつ

いて考えグループ制作を行った。児童の授業感想から、

この授業には「リアリティ・チェック」「追体験」「変

革へのリハーサル」という特徴があると考えられた。こ

の授業は、傍観者をいじめ解決の鍵と捉えていることか

ら、集団的な問題としていじめを考えている。その上で、

彩色影絵劇を制作することを通じて、役割演技とは異な

るリアルな没入感を得て、児童の態度や価値観の変容を

目指していることから、態度と価値観の形成を中心とし

たアプローチと捉えられた。 
斉藤・池田（2019）は、小学 6 年生 32 名を対象にし

て、全2回の授業を実践した。1時間目は、道徳資料「泣

き虫」を用いて公正・公平をテーマに考えさせ、2 時間
目は 1 時間目と同様のテーマで資料の登場人物である被

害者・仲裁者の心情に着目し議論を行った。その結果、

ノートの記述と授業の様子から、児童は授業のねらいで

ある公正・公平な振る舞いについて考える様子がうかが

われた。この授業では、前提として、いじめを被害者、

加害者、観衆、傍観者という四層構造で捉えた上で、い

じめという行為を公正や公平といった倫理的な観点から

考察し、児童の態度や価値観について深く考える機会を

持っている。このことから、集団的な問題としていじめ

を捉え、態度と価値観の形成を中心としたアプローチと

考えられた。 
岡田・池田（2019）は、小学 5 年生 10 名を対象にし

て、1 回の授業を行った。いじめの事例的な教材を用い

て問題を提示し、解決方法について、はじめは一人で思

考し、次にグループの中で、最後に全体で考えるという

過程に沿って議論を行った。授業の結果、指導者の主観

的な捉えと児童の振り返りの記述から、一定の効果があ

ると見られる一方で、指導者が意図しない話し合い活動

の様子も見られた。この授業は、いじめをクラスの中で

協働して解決を図るべき問題として捉えていることが示

唆されている。また、事例教材をもとに、他者との話し

合いや協働して問題解決学習を行うことを通して、いじ

めに対して自己内省を導くことを目指している。そのた

め、この授業はいじめを集団的な問題として捉え、態度

と価値観の形成を中心としたアプローチだと考えられた。 
東（2021）は、小学 4年生 25名を対象にして、全 3回

の授業を行った。1 時間目は、いじめとは何かについて

考え、いじめが心と体に与える影響について理解する学

習を行った。2 時間目はいじめの構造やいじめられる子

を助ける方法の学習を行い、3 時間目はロールプレイを

通したいじめられる子を助ける練習を行った。その結果、

授業前後のアンケートから、いじめ被害の心身への影響

に対する理解度といじめを受けた際の相談相手の選択数

の得点の上昇が見られた。いじめを被害者や加害者だけ

でなく周囲の者も含めた構造であると捉え、授業の中で、

いじめの定義や構造についての理解を深め、ロールプレ

イを通した被害者を助けるスキルの学習を行っている。

このため、集団的な問題としていじめを考えた上で、知

識とスキルの 2 つのアプローチに該当すると考えられた。 
新福（2014a）は、中学 1 年生 66名を対象にして、全

3回の授業を行った。1時間目は、大阪府内中学校いじめ

暴行殺害事件の判決書を用いていじめが犯罪を含む法行

為・人権侵害であることを理解させ、2 時間目は判決書

を用いたいじめの責任の所在について議論し、3 時間目

は判決書を用いた周囲の人々の適切な対応についての議

論を行った。授業後の生徒の感想文の分析から、いじめ

への考え方や対応、姿勢・態度において効果があったこ

とが示唆された。この授業は、特別な支援が必要な生徒

がいじめ被害者となったいじめ判決書を用いた議論を通

じて、周囲の者たちの行動について考えさせるものであ

る。また、判決書を読むことで、いじめに関する知識を

深め、いじめの責任所在や周囲の適切な対応についての

議論を通じて、生徒の態度や価値観の形成を目指してい

る。このことから、集団的な問題としてのいじめに焦点

を当てた、知識および態度と価値観の形成を中心とした

授業のアプローチだと考えられた。 
新福（2014b）は、中学 1 年生 63名を対象として、全

3回の授業を行った。内容は、1時間目に京都市小学校い

じめ暴行事件の判決書におけるいじめの理解、2 時間目

に判決書を用いたいじめの責任の所在についての議論、3
時間目に判決書を用いた周囲の人々の適切な対応につい

ての議論を中心として行った。授業後の感想文やアンケ

ートから、「キモい」などの発言をしない姿勢や態度が

みられた。この授業は、いじめ予防のため、悪口や暴言

を使用する環境から穏やかな言葉環境をつくることを目

指して開発され、周囲の者の対応や学級内における言葉

環境について学習する。そのため、集団問題としていじ

めを捉えていると考えられた。また、判決書を用いるこ

とでいじめに関する具体的な知識の提供を行い、それを

基にした議論を通じて生徒の態度や価値観に影響を与え

ることを目指していることから、知識および態度と価値

観の形成を中心としたアプローチと考えた。 
 市川（2021）は、小学 6 年生 84名を対象にして、4回
の授業を行った。1 時間目は事例をもとにいじめの定義

や四層構造について知り、いじめを深刻化させた要因に

ついて考え、2 時間目ではいじめ被害の新聞記事から相

談することの難しさと大切さを学び、3 時間目では事例

をもとに自分の「怒りの温度計」と、怒りの感情とうま

く付き合う方法を考え、4 時間目では事例をもとに自分

の言動を客観的に振り返る大切さを学ぶことを行った。

アンケート結果から、相談する力や自分の言動を客観的

に振り返る力について改善傾向が見られた。いじめを四

層構造で捉え、いじめの定義や深刻化させる要因につい

ての知識を深めるとともに、相談することの大切さや自

分の感情との向き合い方についての態度や価値観を形成

することを目的としていることから、いじめを集団的な

問題として捉えた上で、知識および態度と価値観の形成

を中心とした授業のアプローチであると示唆された。 
 小森ら（2020）は、小学生 2,582 名を対象7として、1
回 90 分の授業を行った。この授業には、いじめ体験を思

い出す時間、児童が語ったいじめ体験を役者が即興的に

演じるプレイバックシアターの上演、いじめを止める行
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動を劇中で練習する時間が含まれている。授業後のアン

ケートの結果、99％の児童が「いじめられている友だち

の気持ちがわかった」、「友だちを助ける行動がわかっ

た」、「この授業は役に立った」と回答し、97％の児童

が「これから友だちを助けられそうだ」と回答した。プ

レイバックシアターを通じて、いじめ体験の共有と理解

を深め、いじめの傍観者がいじめを止める行動ができる

よう目指していることから、この授業ではいじめを集団

的な問題として捉えていると考えられた。また、プレイ

バックシアターで児童のいじめ体験を再現および共有す

ることで感情に訴え、児童がいじめを止める練習を劇中

で行っていることから、スキルおよび態度と価値観の形

成を中心とした授業のアプローチであると示唆された。 
三戸（2017）は、中学 2 年生 111名を対象として、全

5回の授業を行った。1時間目に仲間から必要とされてい

るという自己有用感を体験、2 時間目にネット上におけ

る他者との受け止め方の違いについての学習、3 時間目

にゲームアプリをもとにネット上のトラブルを傍観者の

立場から考える学習、4時間目に映像教材から SNS トラ

ブルの解決策を考える学習、5 時間目にネット上でのい

じめの可能性を感じた時のとるべき自分の行動について

考える学習を行った。その結果、事前及び毎時授業後の

アンケートから、「助けたいから、行動する」を選択し

た数値が大幅に上昇し、「助けたいけど、行動できない」

「助けたくないから、行動しない」の数値にも減少が見

られた。ネットいじめを予防するため、観衆や傍観者が

仲裁者に変容することを目的としていることから、いじ

めを個人の問題ではなく集団的な問題として捉えている。

そして、様々なスキルの獲得を行い、仲裁者への意識変

容を目的としているため、スキルおよび態度と価値観を

中心としたアプローチであると考えられた。 
木村・池島（2017）は、小学6年生28名を対象にした

全4回の授業を行った。1時間目は気持ちのよい挨拶スキ

ルの育成、2 時間目は相手のことを大切に思って聞こう

とする態度の育成、3 時間目は相手の立場に立った頼み

方のスキルの育成、4 時間目は悪口を書き込むか否かの

ロールプレイングによる仲裁行動の学習を行った。授業

の結果、事前事後のアンケートから、「学校生活意欲」

「配慮のスキル」「承認感」「挨拶のスキル」、他の人

に左右されずに自分の考えで行動する能力に効果があっ

た。この授業は、いじめの傍観者や追随者を仲裁者に変

えることを目指しているため、いじめを集団的問題とし

て捉えていると考えられた。また、授業の内容は、気持

ちの良い挨拶、相手を尊重するコミュニケーション、相

手の立場を考えた頼み方、ロールプレイを通じた仲裁行

動の学習があり、具体的な社会的スキルの習得に重点を

置いていることに加えて、公正・公平な態度の育成とい

う側面も含まれていることから、スキルかつ態度と価値

観の育成を中心とした授業のアプローチであると示唆さ

れた。 
 石橋（2020）は、小学 6 年生 71名を対象として、全 6
回の授業を行った。1 時間目は映像教材を用いてネット

いじめの実態の理解を行い、2 時間目は「子どもの権利

条約」の学習、3 時間目はどこからがいじめなのか及び

傍観者による人権侵害を受けている人への支援方法につ

いて議論を行った。4 時間目は、「子どもの権利条約」

条文から自由と権利の責任についての学習、5 時間目は、

コミュニケーションにおけるアサーションについての学

習、6 時間目はネット上でのコミュニケーションの特性

の学習を行った。この結果、事前事後のアンケートから、

人権感覚とネット上コミュニケーション能力の向上が見

られた。この授業は、ネットいじめの実態の理解、子ど

もの権利条約の学習、傍観者の役割等について議論する

ことを通じて、いじめ問題に対する包括的な理解を目指

している。これらの活動は、いじめを個々の行動や個人

的な問題だけでなく、社会的な文脈や集団的な問題とし

て捉えることを促すことから、いじめを集団問題として

捉えていると考えられた。また、子どもの権利条約や法

令、いじめの構造といういじめに関する知識の提供、適

切な気持ちの伝え方やネット上のコミュニケーションス

キルの育成、人権感覚の育成という生徒の態度と価値観

の醸成が授業に含まれていることから、知識、スキル、

態度と価値観の 3 種類の授業のアプローチタイプを含ん

でいると捉えられた。 
 
3.2.3. いじめの捉え方：個人的かつ集団的問題 

 足立（2018）は、中学 1~3 年生 153名を対象として、

2回の授業を行った。1時間目はいじめる人の輪郭を書い

た用紙の内側に人をいじめる理由、外側に思いつくいじ

めの態様を書くというボディマッピングを通して、何が

いじめなのかを理解すること、2 時間目は事例をもとに

いじめの解決方法について話し合うことを行った。授業

後の感想文から、授業の主旨を理解していることがうか

がえた。1 時間目の授業では、ボディマッピングを通じ

ていじめる人の行動や理由について学習することから、

いじめを個人的な問題として捉える要素が強い。一方で、

2 時間目の授業では、傍観者的な立場からいじめ問題の

解決方法について話し合う学習を行っているので、集団

的な問題の側面も考慮していると考えられる。そのため、

この授業はいじめを個人問題としても集団問題としても

捉えていると示唆された。授業のアプローチタイプにつ

いては、いじめの基本的な知識や情報の提供に加えて、

いじめの事例をもとに解決策を話し合う活動は、知識の

伝達と理解の促進に重点を置いていることから、知識中

心のアプローチと考えられた。 
 

4. 考察 
 
 日本におけるいじめ予防を目的とした授業開発の動向

について整理した結果に基づき、その特徴について以下

に考察する。 
 まず、抽出した文献を、授業を行うにあたり前提とな

る、いじめを個人的問題として捉えるのか、集団的問題

として捉えるのかといういじめの捉え方により分類を行

った。その結果、いじめを個人的問題として捉えている

ものは 4 件、集団的問題として捉えているのは 17 件、個

人的および集団的問題として捉えているものは 1 件であ

った。集団的問題としていじめを捉えている授業が多い

結果となったが、これは、久保田（2012）が指摘してい

るように、個人の「性格原因仮説」8の問題が広く理解さ

れ、「学級集団全体のあり方」9に着目されるようになっ

たからだと考えられる。また、森田・清永（1986）がい

じめの加害者、被害者、観衆、傍観者という「いじめの

四層構造」を提唱し、傍観者がいじめ抑止の鍵であると

提唱して以降、授業実践においてもこのような考えが取

り入れられたと考えられる。このような点を踏まえると、

いじめを集団的な問題として捉えることは、国内の動向

を踏まえた結果だといえるだろう。 
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 一方で、いじめを個人の問題として捉える授業も少な

からず見られた。該当した授業は、個人の心理的な側面

を重視していると考えられた。そのため、心理学的な知

見をもとに授業を開発されているものが多く見られた。

たとえば、冨永ら（2017）や寺戸・永浦（2020）では、

ストレスマネジメントを授業内に含んでいるが、これは

加害行為の抑止という側面から捉えられる。実際に、国

立教育政策研究所（2010）が行なった調査では、いじめ

の加害行為に影響を及ぼす要因として、最も影響を与え

ているものとして友人からからかわれたり悪口を言われ

たりするという「友人ストレッサー」、次に勉強や外見

等の人との優劣を競う「競争的価値観」、「いらいらす

る」や「ふきげんで、おこりっぽい」等からなる「不機

嫌怒りストレス」を挙げている10。加害行為の背景には

ストレスが存在するという調査結果を踏まえると、スト

レスマネジメントを授業内で取り入れることは、いじめ

予防の一環として有効なアプローチだと考えられる。ま

た、冨永ら（2017）、池島・吉村（2013）、寺戸・永浦

（2020）は、個人の社会的スキルの獲得を中心とした授

業であり、このことを通じていじめに対処しようとして

いることが考えられた。 
 また、いじめに関する基本的な知識の提供を行う知識

中心のアプローチ、子どものスキルを育成するスキル中

心のアプローチ、いじめに対する態度と価値観の育成を

中心とするアプローチという 3 つのタイプ別に文献の分

類を行った。その結果、知識、スキル、態度と価値観の

それぞれから授業が行われているものや、それらを組み

合わせていじめ予防にアプローチしているものが多数存

在した。 
知識を中心としたアプローチの中には、清水・今田

（2018）や東（2021）や市川（2021）のようにいじめ

の定義について教えるもの、東（2021）や市川（2021）
のようにいじめの構造について教えるもの、新福

（2014a）や新福（2014b）のように人権教育の文脈から

いじめに関する法律の知識を教えるもの等が幅広くみら

れた。いじめの定義については、現在「児童生徒に対し

て、当該児童生徒が在籍する学校に在籍している等当該

児童生徒と一定の人的関係のある他の児童生徒が行う心

理的又は物理的な影響を与える行為（インターネットを

通じて行われるものも含む。）であって、当該行為の対

象となった児童生徒が心身の苦痛を感じているもの」11

と定められている。国立教育政策研究所（2015）が指摘

しているように、いじめはどの子にも起こりうる上に、

心身の苦痛という観点からいじめを捉えることは、早期

発見・早期対応のためには必要である。そのため、この

ような知識を子どもに教えることは、子ども自身がいじ

めについて正しい理解を深め、いじめを予防することに

繋がると考えられる。また、森田（2010）が指摘してい

るように、「いじめには、ふざけやからかい、冗談から、

明らかに刑法に触れる暴行、傷害、恐喝まで、幅広い行

為」12が内含されている。そのため、新福（2014a）や新

福（2014b）のように、いじめ予防のため実際の判例を

もとに刑法の視点からいじめに関する知識を教えること

は重要な観点であると考えられる。 
また、スキルの獲得を中心としたアプローチには、い

じめを個人的問題として捉えるのか、または集団的問題

として捉えるのかによって違いが見られた。いじめを個

人的問題として捉えた場合は、ストレスマネジメントや

自己表現の方法といった個人の社会的スキルを通じてい

じめに対処しようとすることが考えられた。一方で、い

じめを集団的問題として捉えた場合、木村・小泉（2020）
や福田（2018a）や福田（2018b）等をみると、傍観者を

仲裁者に変えるためのスキルの向上を図る授業が見られ

た。一概にスキルを中心とした授業といっても、前提と

していじめを個人的問題として捉えるのか、または集団

的問題として捉えるのかによって、加害行為の予防を目

的としたストレスマネジメントや自己表現の方法という

スキルの育成を行うのか、またはいじめの仲裁方法の学

習を行うのかといったような違いが現れることが示唆さ

れた。 
態度と価値観の育成を中心としたアプローチも多数存

在することが明らかとなった。その内容についても様々

であり、たとえば三津村・清水（2021）は影絵劇、小森

ら（2020）は即興劇という手法を用いることで、いじめ

場面におけるよりリアルな感情を想起させ共感性の育成

を図っている。櫻井・村上（2015）によると、共感性に

は、他者の立場に立とうとする共感性の認知的側面であ

る「認知的共感」と、他者の経験に情動的に反応する共

感性の情動的側面である「感情的共感」の 2 つがある。

したがって、このような手法を用いることにより、「認

知的共感」だけでなく「感情的共感」を育成されること

が考えられる。また、共感性はいじめ予防に関連がある

（大西・吉田、2010）ことからも、効果を伴った方法で

あるだろう。また、斉藤・池田（2019）は公正・公平を

テーマに授業開発をしているが、これは小学校学習指導

要領が改訂され、「特別の教科 道徳」のいじめに関す

る内容の充実として低・中学年に「公平、公正、社会正

義」という項目が追加されたことを踏まえている。学習

指導要領に沿った内容でいじめ予防授業を構成すること

は、現場の教師にとって重要であるだろう。ただ、森田

（2010）は、逸脱行動を正当化することで規範が内在化

されない可能性を指摘している。実際に、久保田（2003）
が調査を行った結果、いじめの加害者は「いじめの原因

を被害者に帰す傾向（被害の否定）や、被害者に与えた

被害を低く見積もる傾向（危害の否定）」13を持ち、い

じめ行為を正当化することが示された。そのため、公

平・公正な態度を育成することが、個人の私的制裁に繋

がらないよう留意する必要があるだろう。ほかにも、新

福（2014a）や新福（2014b）や石橋（2020）のように、

人権教育の観点から態度や価値観の醸成を図ったものも

存在した。法務省によると、法務省の人権擁護機関が調

査救済活動を行う人権侵犯事件では、令和 4 年の学校に

おけるいじめ事案の新規救済手続開始件数は全体の

13.3％を占めた14。いじめとは心身の健康に関わる問題

であり（坂西、1995）、その結果としていじめられる子

どもの人権を侵害する行為と捉えることは、教育的な介

入を通じて子どもの安全と尊厳を保護する上で極めて重

要である。 
総じて、日本の学校におけるいじめ予防授業は、知識

の提供、スキルの育成、態度と価値観の醸成という三つ

の主要なアプローチを通じて、児童生徒のいじめに対す

る理解を深め、予防に貢献していることが確認された。

これらのアプローチは、それぞれがいじめ予防において

重要な役割を果たしている。今後の課題としては、これ

らのアプローチの効果をさらに評価し、いじめ予防授業

の開発に向けた研究が求められる。 
 
 



多様性を尊重する授業デザインと生徒指導に関する研究（2）（2024） 

19 

5. 結論 
 
本研究では、日本における授業を通じたいじめ予防ア

プローチ内容を比較・分類することを通して、その特徴

について明らかにすることを目的とした。抽出した 22 件

の文献を、いじめの捉え方および授業のアプローチタイ

プという 2 つの観点をもとに分析を行った。その結果、

いじめを個人的問題より集団的問題として捉える授業実

践が多く見られたものの、いじめに関する基本的な知識

の提供、心理学の知見を活用した個人のスキル向上を目

的としたアプローチ、態度・価値観の育成を目指すアプ

ローチやそれらが組み合わさって開発されていることが

示された。ただし、四辻（2017）が指摘したように、本

研究において抽出した文献においても、統計による効果
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